
  障害者雇用率制度の概要 
 
  身体障害者及び知的障害者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る 
 機会を与えることとし、常用労働者の数に対する割合（障害者雇用率）を設定し、事業主等に 
 障害者雇用率達成義務を課すことにより、それを保障するものである。 

 

 
  ○ 一般民間企業における雇用率設定基準 
    
                           身体障害者及び知的障害者である常用労働者の数 
                              ＋  失業している身体障害者及び知的障害者の数 
      障害者雇用率  ＝          

                       常用労働者数 - 除外率相当労働者数  +  失業者数  
 
      ※ 短時間労働者は、１人を０．５人としてカウント。 
        ※ 重度身体障害者、重度知的障害者は１人を２人としてカウント。短時間重度身体障害者、重度知的障害者は１人としてカウント。      
        ※ 精神障害者については、雇用義務の対象ではないが、各企業の実雇用率の算定時には障害者数 に算入することができる。      

 

（参考） 現行の障害者雇用率 
    

 ＜国及び地方公共団体＞ 
    国、地方公共団体      ＝ ２．１％     
    都道府県等の教育委員会 ＝ ２．０％ 

＜民間企業＞ 
  一般の民間企業  ＝  １．８％ 
  特殊法人等     ＝  ２．１％  

○ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率  
   一般の民間企業の障害者雇用率を下回らない率をもって定めることとされている。 
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○ 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）  
（一般事業主の雇用義務等）  
 
第四十三条 事業主（常時雇用する労働者（以下単に「労働者」という。）を雇用す 
 る事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。以下同じ。）は、厚生労働省令で定  
 める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する身体障害者又は知的障害者であ 
 る労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数（その数 
 に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。第四十六条第一項にお 
 いて「法定雇用障害者数」という。）以上であるようにしなければならない。  
 
２ 前項の障害者雇用率は、労働者（労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、 
 安定した職業に就くことができない状態にある者を含む。第五十四条第三項におい 
 て同じ。）の総数に対する身体障害者又は知的障害者である労働者（労働の意思及 
 び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある身 
 体障害者及び知的障害者を含む。第五十四条第三項において同じ。）の総数の割合 
 を基準として設定するものとし、少なくとも五年ごとに、当該割合の推移を勘案し 
 て政令で定める。 
 
○ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令（昭和３５年政令第２９２号） 
 
（障害者雇用率）  
 
第九条 法第四十三条第二項 に規定する障害者雇用率は、百分の一・八とする。 

参 照 条 文 



（注１）雇用義務のある56人以上規模の企業の集計 ※昭和52年～昭和62年までは67人以上、昭和63年～平成10年までは63人以上 
  ・身体障害者、知的障害者、重度身体障害者である短時間労働者、重度知的障害者である短時間労働者は１人カウント 
  ・重度身体障害者、 重度知的障害者は2人カウント 
  ・重度身体障害者である短時間労働者、重度知的障害者である短時間労働者は１人カウント 
  ・重度以外の身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である短時間労働者は0.5カウント  
（注２）障害者とは、次に掲げる者の合計である。 
        ～昭和62年 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント） 
  昭和63年～平成４年  身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者 
  平成５年～平成17年  身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント） 
                重度身体障害者である短時間労働者、重度知的障害者である短時間労働者 
  平成18年～       身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、精神障害者、 
                重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である短時間労働者（精神障害者である短時間労働者は0.5カウント） 
  平成23年～      身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、精神障害者、 
                身体障害者、知的障害者又は精神障害者である短時間労働者（重度以外の身体障害者若しくは知的障害者又は精神障害者である 
                短時間労働者は0.5カウント）     
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  障害者雇用の状況 

（注）平成22年7月に制度改正（短時間労働者の算入、除外率の引き下げ等）があったため、23年と22年までの数値を単純に比較することは適当でない状況である。 



障害者雇用納付金制度について 

未達成企業 達成企業 

未達成企業 達成企業 

「調整金」の支給 

「報奨金」の支給 
 （中小企業200人以下） 

「納付金」の徴収 
【超過1人当たり 月額2万7千円】 

【超過1人当たり 月額2万1千円】 

【不足1人当たり 月額5万円】 

法定雇用率（※） 
相当数 

雇用障害者数 

※ 障害者雇用促進法に基づき、少なくとも5年ごとに労働者及び失業者並びに障害者数の総数の割合の 
  推移を勘案して政令で設定。 

 雇用率未達成企業（常用労働者200人超）から納付金を徴収し、雇用率達成企業 

などに対して調整金、報奨金を支給するとともに、各種の助成金を支給。 

「助成金」の支給 
 （設備等に対し） 
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